
R３年版 犯罪白書の概要R６年版 犯罪白書の概要

検挙件数（参考値） ※特別司法警察職員による検挙を含む

特に留意を要する犯罪類型―検挙件数の推移―

前年比104件（1.2％）増 前年比110件（0.9％）増

前年比572件（8.6％）増 前年比1,344件（19.5％）増 前年比48件（６.5％）増
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認知件数等（参考値）

※ 刑法犯以外は、それぞれ警察による刑法犯の認知件数におおよそ匹敵すると考えられるものを参考として用いた

前年比204件（9.4％）増



■検挙人員 H16以降減少、R４から２年連続増加
R５は2万6,206人(前年比25.3%増)

■人 口 比 低下傾向、R４から２年連続上昇
R５はピークであるS56の約６分の１
20歳以上の者の人口比に比して高い

■R５検挙人員（人口比） ※犯行時の年齢による

・18、19歳：5,422人（241.6）
前年比698人増（34.0上昇）

・16、17歳：7,595人（351.8）
前年比1,677人増（76.8上昇）

・14、15歳：5,932人（274.6）
前年比1,687人増（79.3上昇）

・14歳未満（触法少年）：7,257人（173.7）
前年比1,232人増（30.9上昇）

刑法犯 ―認知件数・検挙人員・検挙率の推移―

少年による刑法犯 ー検挙人員・人口比の推移ー
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東日本大震災

リーマン・ショックバブル崩壊
阪神・淡路大震災
地下鉄サリン事件

新型コロナウイルス
感染症の感染拡大

朝鮮戦争開戦 東京オリンピック 第一次石油ショック

プラザ合意
東京オリンピック

刑法犯の動向

認知件数
・H14（約285万件）をピークに減少
・R４から２年連続増加
・R５は70万3,351件（前年比17.0％増）

■傷害
・H16以降減少傾向
・R４から２年連続増加
・R５は２万2,169件（前年比13.6％増）

■不同意性交等
・H29以降増加傾向
・R５は2,711件（前年比63.8％増）
■不同意わいせつ
・H26から減少
・R３から３年連続増加
・R５は6,096件（前年比29.5%増）

■性的姿態撮影等処罰法違反
・R５.７施行 2,538件的姿態撮影等

■詐欺
・R３から３年連続増加
・R５は4万6,011件（前年比21.3％増）

特殊詐欺も３年連続増加

■窃盗
・H15以降減少
・R４から２年連続増加
・R５は48万3,695件（前年比18.6％増）

自転車盗 16万4,180件（前年比27.4%増）
万引き ９万3,168件（前年比11.4%増）

・刑法犯の認知件数の約7割

平成14年



■５年以内（R元出所者）再入率
・総数 34.1％
・満期釈放者等 43.6％
・仮釈放者 27.4％

■刑法犯 20万373人（前年比10.2％増）
・窃盗 ８万 439人
・その他の刑法犯 11万9,934人

■過失運転致死傷等 28万8,827人（前年比1.9％増）
■特別法犯 29万7,507人（前年比7.8％増）
・道交違反 21万3,176人
・その他の特別法犯 8万4,331人

刑法犯 ー検挙人員（年齢層別）・高齢者率の推移ー

検察庁新規受理人員 出所受刑者の
出所事由別２年以内再入率の推移

■刑法犯 検挙人員
・H28以降減少
・R５は4万1,099人（前年比5.0％増）

■高齢者率
〔刑法犯検挙人員に占める65歳以上の者の比率〕

・H10以降上昇傾向
※H28～R3の高齢者率の上昇は、高齢
者以外の検挙人員の減少幅が、高齢者
の検挙人員の減少幅よりも大きいこと
による。

・R５は22.4％（前年比0.7pt低下）

■罪名別
・他の年齢層に比べて窃盗の割合が高い
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高齢者による犯罪

■覚醒剤取締法違反 検挙人員
・H13以降減少傾向
・R元以降５年連続で１万人を下回る
・R５は6,073人※（前年比3.4％減）

■大麻取締法違反検挙人員
・H26以降若年層を中心に増加傾向
・R５は6,703人※（前年比20.9％増）

20歳代 3,545人（同24.3％増）
20歳未満 1,222人（同34.0％増）

※警察のほか、特別司法警察員が検挙した者を含む

薬物犯罪

低下傾向

大麻取締法違反ー検挙人員の推移（年齢層別）ー



犯罪者処遇の概要

［裁判］
裁判確定人員

20万1,990人（前年比0.7％増）
全部執行猶予者の保護観察率

6.1％（前年比0.1pt低下）
裁判員裁判第一審判決人員

807人（前年比69人増）

［矯正］
入所受刑者人員

１万4,085人（前年比2.6％減）

［更生保護］
仮釈放率

63.0％（前年比0.9pt上昇）
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※ 婦人補導院は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第52号）により、
売春防止法（昭和31年法律第118号）において補導処分の規定が削除され、R6.4.1に廃止

※

※



非行少年処遇の概要

［矯正］
少年院入院者の人員
・H13以降減少傾向
・R5は1,632人（前年比22.5％増）

うち特定少年（※）は806人

［更生保護］

保護観察開始人員（保護観察処分）
・H11以降減少
・R5は1万81人（前年比10.7％増）

うち特定少年（※）は5,806人

※保護処分決定時
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［検挙］

刑法犯検挙人員
・R5は２万6,206人（前年比25.3％増）
・窃盗が１万4,159人と最も多い

危険運転致死傷・過失運転致死傷等検挙人員
・R5は8,562人（前年比4.7％減）

特別法犯検挙人員
・R5は5,033人（前年比8.5％増）
・薬物犯罪が1,401人と最も多い



【特集】女性犯罪者の実態と処遇

２ 近年の社会生活の状況

非行少年の処遇に当たっては、その特性を踏まえた多角的な観点からの指導及び
支援が不可欠

近年の社会生活の状況を見るとともに、各種統計に基づいて女性による犯罪の動向等を分析

女性受刑者の傾向・特徴を分析し、再犯防止又は円滑な社会復帰を図る上で留意すべき点に
ついて検討（特別調査）

■ 14歳以上の年齢層別人口

１ 概要
女性犯罪者の傾向・特徴を踏まえ、

その困難に応じた処遇・支援の在り方について考察

01

02
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■ 年齢層別就業率

▶R5.10.1現在の総人口
→１億2,435万２千人

女性 6,385万９千人(51.4％）
→男女共14～29歳は減少傾向、

65歳以上は増加傾向

▶女性はいずれの年齢層においても男性より就業率が低い
（R5）女性（65歳未満）の各年齢層：７～８割程度

男性（65歳未満）の各年齢層：９割前後

■ 配偶者・交際相手からの暴力の被害経験の有無

▶男女：４項目について、それぞれ「まったくない」は８～９割程度 ※いずれも女性＜男性

３ 女性による犯罪の動向等

検挙
■ 刑法犯・特別法犯－検挙人員－

■ 窃盗－検挙人員－

▶女性の検挙人員 H17が最多

万引きの微罪処分率※

一貫して女性＞男性
（R５）女性 48.5％、男性38.5％

▶人口比（R5）※２

女性＜男性
▶女性比（R5）※１

19.5％
▶検挙人員

女性＜男性

※１ 検挙人員総数のうち女性の占める比率 ※２ 14歳以上の男女別10万人当たりの検挙人員

▶窃盗の中で万引きの割合 女性H6以降75％以上
（R5）女性75.7％＞男性49.6％

※万引きの検挙人員に占める微罪処分により
処理された人員の比率

（R5）女性２万6,712人（女性総数の57.1％）
男性５万8,823人(男性総数の30.4％）

女性 男性

女性 男性

193,472

人口比（刑法犯）

人口比（刑法犯）

267.6

人口比（特別法犯）

人口比（特別法犯）

13.0

92.2

68.5

※暴力＝身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要
の４項目をいう

46,813

検挙人員 ■刑法犯 ■特別法犯

刑 法 犯 女性68.5、男性267.6
特別法犯 女性13.0、男性92.2
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検察

■ 起訴・起訴猶予人員、起訴猶予率（窃盗、覚醒剤取締法違反）

▶起訴人員 女性＜男性

▶起訴猶予率 女性＞男性

矯正

■ 入所受刑者－年齢層別構成比－

▶女性（65歳以上）＞男性（65歳以上）
▶女性（65歳以上）R５はH16の約4.2倍

➡近年は特に高齢者の割合が上昇

■ 薬物事犯※ －検挙人員－

■ 入所受刑者－罪名別人員－

▶女性 窃盗＋覚醒剤取締法違反
H23以降約８割（男性６割未満）

■ 出所受刑者－人員・仮釈放率・帰住先－

▶女性の出所受刑者人員 H25をピークに減少傾向

■ 入所受刑者－その他の比較－

▶入所度数 「１度」女性（５割以上）＞男性（約４割）
▶刑期別（懲役刑） 「２年以下」女性（６割以上）＞男性（６割を下回る）
▶婚姻状況 「有配偶」女性＞男性、「未婚」女性＜男性

▶有職者率 女性＜男性 （R5）女性17.6％、男性33.7％

▶仮釈放率 H16以降女性（約７～８割）＞男性（約５～６割）

▶女性の出所受刑者の帰住先
親族※ H16以降女性（約５～６割）＞男性（約４～５割）

（R5）女性1,895人（女性総数の4.0％）男性１万1,551人(男性総数の6.0％）

※覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬取締法違反、あへん法違反、毒劇法違反及び麻薬特例法違反

女性 男性

12,599

1,486

女性
①窃盗

男性 女性

②覚醒剤取締法
男性起訴猶予率

起訴猶予率
起訴猶予率 起訴猶予率

11.3

60.5
45.9

10.0

13,850

8,386

46,037

21,128

1,087

1,226

5,523

304

6,138

139
5,464

615
24,909

女性 男性

1,486

12,599

5,710
359

2,282823
4,607

▶薬物事犯の中で覚醒剤取締法違反の割合 女性H7以降最も高く５割以上
（R5）女性58.3％＞男性40.0％

▶女性の検挙人員 H6以降減少傾向

女性は男性と比べて比較的早期に社会復帰する傾向

※「父・母」「配偶者」「兄弟姉妹」等の合計

22.7％ 13.3％



保護観察

■ 保護観察開始人員
▶仮釈放者（全部実刑者・一部執行猶予者） ▶保護観察付全部・一部執行猶予者

（R5）女性1,367人＜（男性8,844人） （R5）女性419人＜（男性2,198人）
■ 保護観察終了人員（終了事由別構成比）

▶仮釈放者・保護観察付全部執行猶予者の「期間満了」 男女で大差なし
▶保護観察付一部執行猶予者の「期間満了」 R元以降女性＞男性
➡もっとも、刑の一部執行猶予制度が始まって間もないことから推移を見つつ慎重に検討する必要
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４ 特別調査

調査の概要

女性受刑者の傾向も時代により変化 ➡現在の女性犯罪者の実態を把握し、より効果的な処遇・支援
の在り方等の検討に資する資料を提供するため調査を実施

R4.7.1～R4.12.31の間に刑事施設において新たに刑執行開始時調査を実施した女性受刑者及び男性受刑者
に対する調査（分析対象 女性461人、男性447人、合計908人）

①男女の比較

心身の不安定な健康状態のため自立的な生活が困難な者が多い

■ 精神疾患あり ▶女性53.5％＞男性22.6％
▶精神疾患の病名

女性では「うつ病・双極性障害（躁うつ病）」､「不安障害（パニック障害など）」、
「依存症（薬物・アルコール・ギャンブルなど）」の順

■ 慢性疾患あり ▶女性38.1％＞男性28.2％

▶男女共「健康上の理由から」が最も高い
→女性60.0％＞男性31.8％

■ 今回受刑することになった事件 ▶女性 薬物犯罪「あり」43.7％、窃盗「あり」57.7％
（男性 薬物犯罪「あり」34.3％、窃盗「あり」43.3％）

属性等 女性受刑者 男性受刑者

年
齢

20～29歳 52人(11.3%) 105人(23.8％)

30～39歳 78人(17.0％) 93人(21.0％)

40～49歳 112人(24.3％) 97人(21.9％)

50～59歳 95人(20.7％) 77人(17.4％)

60～64歳 31人 (6.7％) 23人 (5.2％)

65歳以上 92人(20.0%) 47人(10.6%)

属性等 女性受刑者 男性受刑者

婚
姻
状
況

未婚 103人 (22.9％) 213人 (48.3％)

有配偶 159人 (35.4％) 60人 (13.6％)

離別 158人 (35.2％) 163人 (37.0％)

死別 29人 (6.5%) 5人 (1.1%)

■ 働いていなかった理由※

特にやりたいことが
なかったから

どこにも採用され
なかったから

希望する業種、職種での
採用がなかったから

健康上の理由から

子育てや介護等の
家庭の事情から

人間関係がうまくい
かなかったから

ほかにやりたいことが
あったから

経済的に急いで就職する
必要がなかったから

そのうち結婚すると
思ったから

働くのが嫌だったから

8.7

9.6

6.1

11.3

8.7

2.6

3.5

1.7

8.7

27.8

24.2

15.2

21.2

31.8

6.1

24.2

6.1

7.6

０

25.8

その他 18.2

＜分析対象者総数を男女２群に分けて分析（女性461人、男性447人）＞

■ 就労状況（無職＋失業中）※ ▶女性32.0％＋5.6％＞男性13.2％＋6.2％ ※65歳未満

薬物依存を含む精神疾患等による心身の不安定な健康状態の者が多い

60.0
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親族や身近な人等の理解や協力があれば支援機関等への相談につながる可能性あり

▶女性＞男性
「家族や交際相手などの大事な人が理解・

協力してくれれば」
「誰かに一緒に行ってもらえれば」

②薬物事犯者

■ 自傷行為の経験 ▶薬物女性 あり＞なし

被害経験等多方面の問題が生きづらさの要因の一つとなっている者もいる

■ 支援機関等への相談に対する考え

※ACE（Adverse Childhood Experiences）18歳までの逆境体験12項目を質問

＜①のうち薬物事犯者（女性155人、男性126人）を男女２群に分けて分析し、
①の男女と比較＞

薬物女性

薬物男性

薬物女性

薬物男性

加害・被害なし

加害・被害あり

加害あり・被害なし 4.4

39.1

24.4

38.9

23.2

22.0

36.3

1.9

18.0

19.9

11.1

15.6

14.5

40.5

5.9

13.0

36.7

27.9

17.9

36.5

1.2

12.1

20.0

36.3

12.1

14.0

2.3

薬物女性

薬物男性

薬物女性

薬物男性

■ 配偶者・交際相手間の加害・被害経験

ア 身体的暴行

ウ 経済的圧迫 エ 性的強要

イ 心理的攻撃

▶加害なし・被害あり
▶加害・被害あり
いずれも
薬物女性＞薬物男性
総数女性＞総数男性

※さらに
薬物女性＞総数女性

19.8

49.1

自分の信頼する友人・知人から
紹介してもらえれば

専門的な助言をもらえれば

同じ悩みを持つ人と出会えれば

帰住先（雇用主、更生保護施設等）で勧められれば

刑務所や保護観察所等から具体的な支援機関の場所、
連絡先、支援内容などを教えてもらえれば

学校の先生や職場の上司から勧められれば

お金に余裕ができれば

時間に余裕ができれば

匿名で相談できれば

SNSやオンラインで相談できれば

自分の力では問題を改善できないと感じれば

どんな状況でも支援は受けない

家族や交際相手などの大事な人が
理解・協力してくれれば

誰かに一緒に行ってもらえれば

加害なし・被害あり

総数女性

総数男性

総数女性

総数女性

総数男性

総数女性

総数男性

ア 身体的暴行

ウ 経済的圧迫 エ 性的強要

イ 心理的攻撃

総数男性

■ 小児期逆境体験（ACE※）の経験の有無 ▶総じて薬物女性＞薬物男性、総数女性

➡特に薬物事犯者の女性について特徴的な傾向が見られた項目を取り上げる
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▶「配偶者・交際相手」
薬物女性＞薬物男性

生きづらさがより複雑なものとなっている者もいる

■ 共犯者あり
▶薬物女性38.5％＞薬物男性23.0％

■ 困りごとの内容
▶「人間関係」薬物女性71.2％＞総数女性55.8％

■ 窃盗の態様・手口
▶女性（60歳以上）「万引き」95.9％

※男性（60歳以上）「万引き」48.3％、女性（60歳未満）「万引き」73.8％
男性（60歳未満）「万引き以外の非侵入窃盗」42.4％

③窃盗事犯者

■ 年齢層

▶女性は男性より60歳以上の割合が高く40歳未満の割合が低い
➡特に女性（60歳以上）について特徴的な傾向が見られた項目を取り上げる

＜①のうち窃盗事犯者（女性251人、男性184人）を
60歳以上・60歳未満の男女４群に分けて分析＞

40.4
67.9

5.3

0

3.5

25.0

■ 共犯者との関係

家 族

知人･友人

面識なし

その他

配偶者・交際相手

薬物女性

薬物男性
17.9

10.7

1.8

遊ぶお金がほしかったから

お金（生活費・遊ぶ金以外）がほしかったから

共犯者（配偶者・交際相手）に誘われたから

共犯者（その他）に誘われたから

人間関係のトラブル

健康上の理由

飲酒や薬物使用の影響

遊び感覚

軽く考えていたから

仕事として収入を得るため

ストレスを発散するため

寂しさを紛らわせるため

自暴自棄になって

その他

わからない

生活費に困っていたから

▶「生活費に困っていたから」が最も高いが、
女性（60歳以上）＜他の群

▶「わからない」
女性（60歳以上）＞他の群

37.4

21.2

■ 事件の動機・理由

■ 反社会的行為をする者との関わりの有無等
▶「警察に捕まるような行為をする者との日常的な関わり」あり 薬物女性67.2％＞薬物男性48.6％

社会復帰の際に、配偶者が
支援者となり得ない場合がある

交友関係や周囲の環境に問題
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■ 収入源

■ 困りごとの内容

女性（60歳以上）の中には、差し迫った生活困窮にはない者もいる

健康上のこと

育児のこと

介護のこと

犯罪行為をしていること

これまでに受けた保護処分や
刑事処分のこと

家族から受けた暴力等の被害のこと

犯罪の被害に遭ったこと

その他

▶女性（60歳以上）

「経済的なこと」、

「仕事のこと」、

「妊娠や出産のこと」、

「人間関係」、

「犯罪行為をしていること」

が他の群よりも低い

9.6

仕事のこと

経済的なこと

妊娠や出産のこと

人間関係

24.7

43.8

18.0

0

特に悩んだり困ったりしていない

31.5

親 族

配偶者（内縁関係や事実婚を含む）
や交際相手

子（内縁関係や事実婚の配偶者の
連れ子を含む）

その他

いない（一人暮らし）

■ 一緒に暮らしていた者

26.0
38.7

66.7

48.0

5.4

28.8

3.3

23.0

34.4

36.3

13.3

21.6

26.9

28.1

13.3

15.5

3.2

9.6

16.7

7.4

▶女性（60歳以上）
「いない（一人暮らし）」
が最も高い（38.7％）

※女性（60歳未満）は
「配偶者や交際相手」が最も高く、
「いない（一人暮らし）」は26.0％

▶女性（60歳以上）は「預貯金」が他の群より高い（28.1％）

cf.女性（60歳未満）15.6％、男性（60歳以上）０％、男性（60歳未満）12.6％
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加齢に伴う環境の変化による不安・悩みや孤立が背景にある者も少なくない

■ 困りごとがあっても相談しなかった理由

５ 女性犯罪者の再犯防止に向けた女性の抱える困難に
応じた処遇・支援の在り方

①心身の健康の回復等に資する処遇・支援
・薬物依存について広く地域援助等で支援体制を構築
・精神疾患について職員研修を実施

②被害経験等による生きづらさを踏まえた処遇・支援
・保護観察所等において刑事施設等における処遇のノウハウを活用
・保護観察所の地域相談支援機能等を通じた医療・福祉関係機関との連携を今後も継続

③加齢に伴う不安・悩みや孤立に対する処遇・支援
・犯罪・非行に関する地域相談窓口（「りすたぽ」等）の広報の推進、情報提供の充実
・刑事司法手続終了後の継続的な支援（フォローアップ事業等）の充実・拡充
・各種地域活動への参加あっせんなどによる居場所作り

▶女性（60歳以上）
「相談する相手がいなかった」が最も高い（58.8％）

※男性（60歳以上）52.9％
▶女性（60歳以上）

「相談してもむだだと思った」が他の群より低い（17.6％）

■ 基本属性等のうち婚姻状況
▶女性（60歳以上）未婚10.1％、有配偶38.4％、離別31.3％、死別20.2％

cf.「死別」女性受刑者（60歳未満）2.0％、男性受刑者（60歳以上）6.5％、男性受刑者（60歳未満）0.7％

相談する相手がいなかった

どこ（誰）に相談してよいのかわからなかった

相談してもどのような支援が受けられるのかよく
分からなかった

お金がかかると思った

相談することで、更に悪い事態になると思った

相談するほどのことではないと思った

自分の力で悩みを改善できると思った

悩みや不安の内容を知られたくなかった

特に理由はない

その他

58.8

相談してもむだだと思った
17.6

死別等による生活環境の変化


